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政治倫理推進特別委員会記録 

 

１．期日    令和６年 8 月 23 日(金)                       開会 11 時 00 分 

                              閉会 11 時 11 分 

２．場所    第 1 委員会室 

 

３．議題  政治倫理推進について 

  

４．出席者 渡辺委員長、小笠原副委員長、羽根委員、岡田委員、一石委員、松﨑委員、 

古谷委員、大沼委員、根岸議長 

 

   傍聴議員  5 名 

事務局  3 名  事務局長、庶務班長、庶務班主任主事 

傍聴者  0 名 

                                       

政治倫理推進について 

 

委員長  ただいまより政治倫理推進特別委員会を始める。今日の議題はお

手元の政治倫理推進委員会の前回の調査メモと、議会ハラスメント根

絶条例の骨子についてである。今日は町民意見募集、パブリックコメ

ントの内容を確定していくということが主題である。それでは、私から前

回の打ち合わせに基づいて町民意見募集の提出資料の変更点につ

いて説明をさせていただく。 

 

まず、ホチキス止めの資料の二宮町議会ハラスメント根絶条例の骨

子（案）についてである。9月の意見募集の内容の案なので、今日決ま

れば案は取るということになると思う。条例制定の背景については前回

と変わらない。1 つ目は、この条例で定めることとして骨子は前回の提

案と変わらない。あと、参考資料として、施行規程で定めること。前回

の調査研究会で具体的な金額を省くとか、そういう論議もあり、代表者

会議の構成、構成員が当事者となった場合の措置、委員の謝礼、委

員会の公開、守秘義務のところには、こういうところを残している。その

他については、このホチキス止めの資料の最後にあるが、この流れに

ついて、これを付けるということである。前回に出した資料で大きな間

違いがあったのは、左側の窓口で議長、副議長、議会運営委員長、

議会基本条例推進委員長、これが正しい。前回は常任委員会になっ

ていたので、これを直している。まだ直っていないのが、右側の審査委

員会でなくて調査委員会である。これも直さなくてはいけないと思う。

今回出すのが施行規程で定めることと、ハラスメント発生時の事案の

流れの図を参考で付ける。それから 1 つ参考として、二宮町議会ハラ

スメント根絶条例、もう 1 つのホチキス止めの資料だが、この案につい

ても添付をするという内容でいきたいと思う。皆さまのご意見をいただく。

事務局から追加説明はあるか。 

 

事務局長  特にない。 
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大沼   このパブリックコメントを募集して、ご意見とかについてはどんな取り

扱いをしていくことになるのか。 

 

委員長  これについては調査研究会でも話をしていたが、10月上旬には大体

出てくる意見があるので、これについて対応を協議するということにな

るかと思う。これは実際に出てみないとわからないんじゃないかな。コメ

ントですむのか、内容によっては、ここのところはちょっと内容を変えよ

うかとか。それは出てくるコメントによる。 

 

大沼   例えば複数のコメントがあった時に、委員会の中で協議して、それを

どういうふうに受け入れていこうかということもあると思うが、こう意見が

いくつか出てくる中で受けられない、受け入れられないというようなこと

があった時に、その意見も大切なご意見ということになるので、それに

対する返答というのか、このような見解でこうなりましたみたいな説明と

かをどこかでしていく必要があるのかと思うが、そのあたりのところはど

のように取り扱うのか。 

 

委員長  私の理解ではどういう意見に関しても、きちんとコメントをして、公表

するということになるかと思う。ホームページ上で。議長はいかがか。 

 

議長  ホームページに載せて、返答することになるかと思う。議会だよりの

方はタイミングとかで検討ですよね。 

 

古谷  調査会の方で何度も言っているので議論はいいが、正式な委員会

なので一言言わせていただくと、根絶条例の案の前文においても、

このハラスメントの骨子の意見募集の条例制定の背景においても、

過去のハラスメントの経緯を受けてという部分をどこかに入れておく

べきだと思う。町民の方が、その部分を受けて、これを作っているんじ

ゃないかというふうに思うと思うので。それが一切この背景、もしくは

前文にはないので、やはりそういうのを受けて、こういうのを作ったん

だということが、本当はあるべきではないのかということだけ発言する。 

 

副委員長  今までもそういう発言をなさっていたけれども、いろいろ条例案文を

叩く時に、法制執務の人たちとかともやりとりしながら、そこまで入れ

る必要がないという結論に至ったのではなかったのか。委員長。 

 

委員長  私もその経緯はあったと認識している。事務局長、補足はあるか。 

 

事務局長  大丈夫である。 

 

古谷  正式な会議なので、調査会で申し上げたが記録に残らないので、

先ほど前置きしたと思うが、そういうのを入れるべきだと思うということ

だけ言わせていただく。 
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委員長  他にないか。 

  （「なし」との声あり） 

 

委員長  特に意見がないなら、今回、このハラスメント根絶条例の骨子（案）

について、9 月の町民意見募集の内容の後の（案）を取ればいいん

ですよね。取って掲載をさせていただくようにする。ということでパブリ

ックコメントの方を進めたいと思うが、ご異議ないか。 

 （「異議なし」との声あり） 

 

委員長  本日の予定していたパブリックコメントに向けた内容について進め

させていただく。それでは、今日の委員会を終わらせていただく。 

 

閉会 11 時 11 分 


